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条　　　　　例

　福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 7年12月22日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第60号

議案第200号

1

議案第200号

　　　福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 7年12月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、人事委員会の勧告等に鑑み、一般職職員の給料月額の改定を

行う必要があるによる。

　　　福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市職員の給与に関する条例（昭和26年福岡市条例第18号）の一部を次のように改正す

る。

　別表第 1から別表第 ３の 2までを次のように改める。
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議案第200号

2

別表第 1

　 行 政 職 給 料 表

職員の
区分

職務の級 1 　　級 2 　　級 ３ 　　級 ４ 　　級 ５ 　　級 6 　　級 7 　　級 8 　　級

号　  給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 191,800 206,３00 2４５,900 266,100 289,４00 ３３9,000 ３99,３00 ４５6,５00 
2 192,900 207,700 2４7,200 267,700 291,000 ３４1,000 ４01,800 ４５9,３00 
３ 19４,000 209,100 2４8,５00 269,３00 292,600 ３４３,000 ４0４,３00 ４62,100 
４ 19５,100 210,５00 2４9,800 270,900 29４,200 ３４５,000 ４06,800 ４6４,900 

        
５ 196,000 212,000 2５1,100 272,３00 29５,900 ３４6,800 ４09,３00 ４67,700 
6 197,200 21３,900 2５2,４00 27３,900 297,600 ３４8,800 ４11,800 ４70,600 
7 198,４00 21５,800 2５３,700 27５,５00 299,３00 ３５0,800 ４1４,３00 ４7３,５00 
8 199,600 217,700 2５５,000 277,100 ３01,000 ３５2,800 ４16,800 ４76,４00 

        
9 200,600 219,５00 2５6,４00 278,５00 ３02,５00 ３５４,700 ４19,４00 ４79,200 
10 201,600 221,４00 2５7,800 280,100 ３0４,200 ３５6,700 ４22,000 ４82,100 
11 202,600 22３,３00 2５9,200 281,700 ３0５,900 ３５8,700 ４2４,600 ４8５,000 
12 20３,600 22５,200 260,600 28３,３00 ３07,600 ３60,700 ４27,200 ４87,900 

        
1３ 20４,５00 227,000 261,800 28４,800 ３09,３00 ３62,600 ４29,600 ４90,900 
1４ 20５,５00 228,４00 26３,４00 286,４00 ３11,100 ３6４,700 ４３2,３00 ４9３,900 
1５ 206,５00 229,800 26５,000 288,000 ３12,900 ３66,800 ４３５,000 ４96,900 
16 207,５00 2３1,200 266,600 289,600 ３1４,700 ３68,900 ４３7,700 ４99,900 

        
17 208,４00 2３2,４00 268,３00 291,200 ３16,５00 ３70,800 ４４0,３00 ５0３,000 
18 209,４00 2３３,600 269,700 292,800 ３18,３00 ３72,900 ４４３,000 ５0５,700 
19 210,４00 2３４,800 271,100 29４,４00 ３20,100 ３7５,000 ４４５,700 ５08,４00 
20 211,４00 2３6,000 272,５00 296,000 ３21,900 ３77,100 ４４8,４00 ５11,100 

        
21 212,200 2３7,100 27３,900 297,700 ３2３,700 ３79,200 ４５1,200 ５1３,800 
22 21３,200 2３8,200 27５,３00 299,４00 ３2５,５00 ３81,４00 ４５３,900 ５1５,700 
2３ 21４,200 2３9,３00 276,700 ３01,100 ３27,３00 ３8３,600 ４５6,600 ５17,600 
2４ 21５,200 2４0,４00 278,100 ３02,800 ３29,100 ３8５,800 ４５9,３00 ５19,５00 

        
2５ 216,000 2４1,600 279,４00 ３0４,３00 ３３0,900 ３87,800 ４62,000 ５21,200 
26 217,000 2４2,600 280,800 ３06,000 ３３2,700 ３90,200 ４6４,600 ５22,900 
27 218,000 2４３,600 282,200 ３07,700 ３３４,５00 ３92,600 ４67,200 ５2４,600 
28 219,000 2４４,600 28３,600 ３09,４00 ３３6,３00 ３9５,000 ４69,800 ５26,３00 

        
29 219,800 2４５,600 28４,800 ３11,000 ３３8,200 ３97,３00 ４72,200 ５27,900 
３0 220,700 2４6,600 286,200 ３12,４00 ３３9,800 ３99,５00 ４7３,800 ５29,200 
３1 221,600 2４7,600 287,600 ３1３,800 ３４1,４00 ４01,700 ４7５,４00 ５３0,５00 
３2 222,５00 2４8,600 289,000 ３1５,200 ３４３,000 ４0３,900 ４77,000 ５３1,800 

        
３３ 22３,３00 2４9,４00 290,200 ３16,600 ３４４,600 ４0５,900 ４78,700 ５３2,900 
３４ 22４,200 2５0,４00 291,600 ３17,900 ３４6,200 ４08,000 ４80,100 ５３４,100 
３５ 22５,100 2５1,４00 29３,000 ３19,200 ３４7,800 ４10,100 ４81,５00 ５３５,３00 
３6 226,000 2５2,４00 29４,４00 ３20,５00 ３４9,４00 ４12,200 ４82,900 ５３6,５00 

        
３7 226,800 2５３,200 29５,600 ３21,800 ３５1,000 ４1４,200 ４8４,100 ５３7,700 
３8 227,600 2５４,200 296,900 ３2３,000 ３５2,600 ４16,３00 ４8５,４00 ５３8,800 
３9 228,４00 2５５,200 298,200 ３2４,200 ３５４,200 ４18,４00 ４86,700 ５３9,900 
４0 229,200 2５6,200 299,５00 ３2５,４00 ３５５,800 ４20,５00 ４88,000 ５４1,000 

        
４1 229,800 2５7,000 ３00,900 ３26,700 ３５7,３00 ４22,５00 ４89,４00 ５４2,100 
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４2 2３0,４00 2５7,900 ３02,200 ３27,900 ３５8,900 ４2４,600 ４90,600 ５４３,200 
４３ 2３1,000 2５8,800 ３0３,５00 ３29,100 ３60,５00 ４26,700 ４91,800 ５４４,３00 
４４ 2３1,600 2５9,700 ３0４,800 ３３0,３00 ３62,100 ４28,800 ４9３,000 ５４５,４00 

        
４５ 2３2,200 260,５00 ３06,200 ３３1,５00 ３6３,600 ４３0,700 ４9４,000 ５４6,４00 
４6 2３2,800 261,４00 ３07,５00 ３３2,５00 ３6５,200 ４３2,５00 ４9５,100 ５４7,５00 
４7 2３３,４00 262,３00 ３08,800 ３３３,５00 ３66,800 ４３４,３00 ４96,200 ５４8,600 
４8 2３４,000 26３,200 ３10,100 ３３４,５00 ３68,４00 ４３6,100 ４97,３00 ５４9,700 

        
４9 2３４,５00 26４,000 ３11,４00 ３３５,４00 ３69,800 ４３7,800 ４98,５00 ５５0,600 
５0 2３５,100 26４,900 ３12,700 ３３6,４00 ３71,３00 ４３9,100 ４99,５00 ５５1,600 
５1 2３５,700 26５,800 ３1４,000 ３３7,４00 ３72,800 ４４0,４00 ５00,５00 ５５2,600 
５2 2３6,３00 266,700 ３1５,３00 ３３8,４00 ３7４,３00 ４４1,700 ５01,５00 ５５３,600 

        
５３ 2３6,800 267,４00 ３16,４00 ３３9,３00 ３7５,700 ４４2,800 ５02,600 ５５４,５00 
５４ 2３7,４00 268,３00 ３17,600 ３４0,３00 ３77,100 ４４４,000 ５0３,５00 ５５４,700 
５５ 2３8,000 269,200 ３18,800 ３４1,３00 ３78,５00 ４４５,200 ５0４,４00 ５５４,900 
５6 2３8,600 270,100 ３20,000 ３４2,３00 ３79,900 ４４6,４00 ５0５,３00 ５５５,100 

        
５7 2３9,100 270,800 ３21,200 ３４３,200 ３81,４00 ４４7,４00 ５06,100 ５５５,３00 
５8 2３9,700 271,700 ３22,４00 ３４４,200 ３82,800 ４４8,600 ５06,900  
５9 2４0,３00 272,600 ３2３,600 ３４５,200 ３8４,200 ４４9,800 ５07,700  
60 2４0,900 27３,５00 ３2４,800 ３４6,200 ３8５,600 ４５1,000 ５08,５00  

        
61 2４1,３00 27４,200 ３26,000 ３４7,000 ３86,800 ４５2,000 ５09,３00  
62 2４1,900 27５,000 ３27,000 ３４8,000 ３88,100 ４５３,200 ５10,100  
6３ 2４2,５00 27５,800 ３28,000 ３４9,000 ３89,４00 ４５４,４00 ５10,900  
6４ 2４３,100 276,600 ３29,000 ３５0,000 ３90,700 ４５５,600 ５11,700  

        
6５ 2４３,５00 277,５00 ３29,900 ３５0,800 ３91,800 ４５6,600 ５12,３00  
66 2４４,100 278,３00 ３３0,900 ３５1,800 ３92,900 ４５7,700 ５12,800  
67 2４４,700 279,100 ３３1,900 ３５2,800 ３9４,000 ４５8,800 ５1３,３00  
68 2４５,３00 279,900 ３３2,900 ３５３,800 ３9５,100 ４５9,900 ５1３,800  

        
69 2４５,700 280,800 ３３３,700 ３５４,600 ３96,000 ４60,900 ５1４,３00  
70 2４6,000 281,600 ３３４,600 ３５５,５00 ３97,100 ４61,900   
71 2４6,３00 282,４00 ３３５,５00 ３５6,４00 ３98,200 ４62,900   
72 2４6,600 28３,200 ３３6,４00 ３５7,３00 ３99,３00 ４6３,900   

        
7３ 2４7,000 28４,100 ３３7,200 ３５8,100 ４00,200 ４6４,900   
7４ 28４,900 ３３8,100 ３５9,000 ４01,200 ４6５,900   
7５ 28５,700 ３３9,000 ３５9,900 ４02,200 ４66,900   
76 286,５00 ３３9,900 ３60,800 ４0３,200 ４67,900   

       
77 287,100 ３４0,700 ３61,600 ４0４,100 ４68,800   
78 287,800 ３４1,600 ３62,５00 ４0５,100 ４69,600   
79 288,５00 ３４2,５00 ３6３,４00 ４06,100 ４70,４00   
80 289,200 ３４３,４00 ３6４,３00 ４07,100 ４71,200   

       
81 290,000 ３４４,100 ３6５,000 ４08,000 ４71,900   
82 290,700 ３４５,000 ３6５,900 ４08,900 ４72,600   
8３ 291,４00 ３４５,900 ３66,800 ４09,800 ４7３,３00   
8４ 292,100 ３４6,800 ３67,700 ４10,700 ４7４,000   

       
8５ 292,600 ３４7,５00 ３68,４00 ４11,５00 ４7４,800   
86 29３,000 ３４8,３00 ３69,000 ４12,４00 ４7５,３00   
87 29３,４00 ３４9,100 ３69,600 ４1３,３00 ４7５,800   
88 29３,800 ３４9,900 ３70,200 ４1４,200 ４76,３00   

       
89 29４,200 ３５0,600 ３70,800 ４1４,900 ４76,800   
90  ３５1,４00 ３71,４00 ４1５,600 ４77,３00   
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91  ３５2,200 ３72,000 ４16,３00 ４77,800   
92  ３５３,000 ３72,600 ４17,000 ４78,３00   

       
9３  ３５３,700 ３7３,100 ４17,５00 ４78,800   
9４  ３５４,３00 ３7３,700 ４18,100    
9５  ３５４,900 ３7４,３00 ４18,700    
96  ３５５,５00 ３7４,900 ４19,３00    

       
97  ３５５,900 ３7５,４00 ４20,000    
98  ３５6,５00 ３76,000 ４20,600    
99  ３５7,100 ３76,600 ４21,200    
100  ３５7,700 ３77,200 ４21,800    

       
101  ３５8,100 ３77,700 ４22,５00    
102  ３５8,700 ３78,３00 ４2３,100    
10３  ３５9,３00 ３78,900 ４2３,700    
10４  ３５9,900 ３79,５00 ４2４,３00    

       
10５  ３60,３00 ３80,000 ４2４,900    
106  ３60,800 ３80,600 ４2５,５00    
107  ３61,３00 ３81,200 ４26,100    
108  ３61,800 ３81,800 ４26,700    

       
109  ３62,200 ３82,200 ４27,200    
110   ３82,800 ４27,800    
111   ３8３,４00 ４28,４00    
112   ３8４,000 ４29,000    

       
11３   ３8４,４00 ４29,４00    
11４   ３8５,000 ４29,900    
11５   ３8５,600 ４３0,４00    
116   ３86,200 ４３0,900    

       
117   ３86,600 ４３1,４00    
118   ３87,100 ４３1,900    
119   ３87,600 ４３2,４00    
120   ３88,100 ４３2,900    

       
121   ３88,700 ４３３,４00    
122   ３89,200 ４３３,900    
12３   ３89,700 ４３４,４00    
12４   ３90,200 ４３４,900    

       
12５   ３90,700 ４３５,３00    

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
1５8,900

 

円
198,３00

 

円
2４6,600

 

円
27３,４00

 

円
292,000

 

円
３29,５00

 

円
３79,000

 

円
４３9,800

 

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
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別表第 2

医 療 職 給 料 表

　ア　医療職給料表⑴

職員の
区分　

職務の級 1 　　級 2 　　級 ３ 　　級 ４ 　　級 ５ 　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 2５４,100 ３1３,３00 ３80,100 ４４6,700 ５22,５00 
2 2５５,600 ３1５,600 ３82,３00 ４４8,700 ５2４,600 
３ 2５7,100 ３17,900 ３8４,５00 ４５0,700 ５26,700 
４ 2５8,600 ３20,200 ３86,700 ４５2,700 ５28,800 

５ 260,100 ３22,３00 ３88,900 ４５４,800 ５３1,000 
6 261,800 ３2４,600 ３91,３00 ４５6,800 ５３３,200 
7 26３,５00 ３26,900 ３9３,700 ４５8,800 ５３５,４00 
8 26５,200 ３29,200 ３96,100 ４60,800 ５３7,600 

9 266,900 ３３1,４00 ３98,４00 ４62,900 ５３9,600 
10 268,600 ３３３,５00 ４00,800 ４6５,100 ５４1,800 
11 270,３00 ３３５,600 ４0３,200 ４67,３00 ５４４,000 
12 272,000 ３３7,700 ４0５,600 ４69,５00 ５４6,200 

1３ 27３,700 ３３9,800 ４07,800 ４71,600 ５４8,４00 
1４ 27５,４00 ３４1,800 ４10,100 ４7３,４00 ５５0,４00 
1５ 277,100 ３４３,800 ４12,４00 ４7５,200 ５５2,４00 
16 278,800 ３４５,800 ４1４,700 ４77,000 ５５４,４00 

17 280,５00 ３４7,700 ４16,900 ４78,600 ５５6,３00 
18 282,３00 ３４9,700 ４19,３00 ４80,600 ５５7,５00 
19 28４,100 ３５1,700 ４21,700 ４82,600 ５５8,700 
20 28５,900 ３５３,700 ４2４,100 ４8４,600 ５５9,900 

21 287,５00 ３５５,700 ４26,３00 ４86,700 ５61,100 
22 289,３00 ３５7,900 ４28,600 ４88,700 ５62,900 
2３ 291,100 ３60,100 ４３0,900 ４90,700 ５6４,700 
2４ 292,900 ３62,３00 ４３３,200 ４92,700 ５66,５00 

2５ 29４,５00 ３6４,３00 ４３５,４00 ４9４,700 ５68,200 
26 296,３00 ３66,５00 ４３7,700 ４96,700 ５70,000 
27 298,100 ３68,700 ４４0,000 ４98,700 ５71,800 
28 299,900 ３70,900 ４４2,３00 ５00,700 ５7３,600 

29 ３01,５00 ３7３,100 ４４４,５00 ５02,700 ５7５,３00 
３0 ３0３,５00 ３7５,200 ４４6,700 ５0４,600 ５77,100 
３1 ３0５,５00 ３77,３00 ４４8,900 ５06,５00 ５78,900 
３2 ３07,５00 ３79,４00 ４５1,100 ５08,４00 ５80,700 

３３ ３09,３00 ３81,５00 ４５３,100 ５10,100 ５82,４00 
３４ ３11,200 ３8３,600 ４５５,200 ５11,700 ５8４,000 
３５ ３1３,100 ３8５,700 ４５7,３00 ５1３,３00 ５8５,600 
３6 ３1５,000 ３87,800 ４５9,４00 ５1４,900 ５87,200 

３7 ３16,800 ３89,900 ４61,５00 ５16,４00 ５88,800 
３8 ３18,600 ３92,000 ４6３,４00 ５18,５00 ５90,４00 
３9 ３20,４00 ３9４,100 ４6５,３00 ５20,600 ５92,000 
４0 ３22,200 ３96,200 ４67,200 ５22,700 ５9３,600 
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４1 ３2４,100 ３98,200 ４69,000 ５2４,600 ５9５,200 
４2 ３2５,800 ４00,３00 ４70,800 ５26,４00 ５96,800 
４３ ３27,５00 ４02,４00 ４72,600 ５28,200 ５98,４00 
４４ ３29,200 ４0４,５00 ４7４,４00 ５３0,000 600,000 

４５ ３３0,900 ４06,５00 ４76,000 ５３1,900 601,４00 
４6 ３３2,600 ４08,４00 ４77,600 ５３３,700 60３,000 
４7 ３３４,３00 ４10,３00 ４79,200 ５３５,５00 60４,600 
４8 ３３6,000 ４12,200 ４80,800 ５３7,３00 606,200 

４9 ３３7,700 ４1４,200 ４82,200 ５３9,000 607,600 
５0 ３３9,４00 ４1５,700 ４8４,200 ５４0,700 609,100 
５1 ３４1,100 ４17,200 ４86,200 ５４2,４00 610,600 
５2 ３４2,800 ４18,700 ４88,200 ５４４,100 612,100 

５３ ３４４,５00 ４20,200 ４90,200 ５４５,600 61３,５00 
５４ ３４6,200 ４21,700 ４92,100 ５４7,200 61５,000 
５５ ３４7,900 ４2３,200 ４9４,000 ５４8,800 616,５00 
５6 ３４9,600 ４2４,700 ４9５,900 ５５0,４00 618,000 

５7 ３５1,200 ４26,100 ４97,600 ５５1,900 619,３00 
５8 ３５2,900 ４27,600 ４99,200 ５５３,４00 
５9 ３５４,600 ４29,100 ５00,800 ５５４,900 
60 ３５6,３00 ４３0,600 ５02,４00 ５５6,４00 

61 ３５7,900 ４３1,900 ５0４,000 ５５8,000 
62 ３５9,５00 ４３３,４00 ５0５,600 ５５9,５00 
6３ ３61,100 ４３４,900 ５07,200 ５61,000 
6４ ３62,700 ４３6,４00 ５08,800 ５62,５00 

6５ ３6４,３00 ４３7,700 ５10,３00 ５6４,100 
66 ３6５,900 ４３9,100 ５11,800 ５6５,600 
67 ３67,５00 ４４0,５00 ５1３,３00 ５67,100 
68 ３69,100 ４４1,900 ５1４,800 ５68,600 

69 ３70,700 ４４３,100 ５16,200 ５70,000 
70 ３72,000 ４４４,５00 ５17,700 ５71,５00 
71 ３7３,３00 ４４５,900 ５19,200 ５7３,000 
72 ３7４,600 ４４7,３00 ５20,700 ５7４,５00 

7３ ３7５,700 ４４8,800 ５22,100 ５7５,900 
7４ ４５0,000 ５2３,５00 ５77,３00 
7５ ４５1,200 ５2４,900 ５78,700 
76 ４５2,４00 ５26,３00 ５80,100 

77 ４５３,600 ５27,700 ５81,４00 
78 ４５４,700 ５29,100 
79 ４５５,800 ５３0,５00 
80 ４５6,900 ５３1,900 

81 ４５7,900 ５３３,200 
82 ４５8,900 ５３４,５00 
8３ ４５9,900 ５３５,800 
8４ ４60,900 ５３7,100 

8５ ４61,800 ５３8,３00 
86 ４62,600 ５３9,600 
87 ４6３,４00 ５４0,900 
88 ４6４,200 ５４2,200 

89 ４6５,100 ５４３,４00 
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90 ５４４,700 
91 ５４6,000 
92 ５４7,３00 

9３ ５４8,４00 
9４ ５４9,５00 
9５ ５５0,600 
96 ５５1,700 

97 ５５2,900 

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
３09,000 

円
３４４,000 

円
４0３,100 

円
４78,４00 

円
５80,700 

備考 　この表は、保健所又は保健センターに勤務する医師及び歯科医師並びに

人事委員会規則で定める職員に適用する。

　イ　医療職給料表⑵

職員の
区分　

職務の級 1 　　級 2 　　級 ３ 　　級 ４ 　　級 ５ 　　級 6 　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 191,800 206,３00 2５1,100 272,３00 29５,900 ３３9,000 
2 192,900 207,700 2５2,４00 27３,900 297,600 ３４1,000 
３ 19４,000 209,100 2５３,700 27５,５00 299,３00 ３４３,000 
４ 19５,100 210,５00 2５５,000 277,100 ３01,000 ３４５,000 

５ 196,000 212,000 2５6,４00 278,５00 ３02,５00 ３４6,800 
6 197,200 21３,900 2５7,800 280,100 ３0４,200 ３４8,800 
7 198,４00 21５,800 2５9,200 281,700 ３0５,900 ３５0,800 
8 199,600 217,700 260,600 28３,３00 ３07,600 ３５2,800 

9 200,600 219,５00 261,800 28４,800 ３09,３00 ３５４,700 
10 201,600 221,４00 26３,４00 286,４00 ３11,100 ３５6,700 
11 202,600 22３,３00 26５,000 288,000 ３12,900 ３５8,700 
12 20３,600 22５,200 266,600 289,600 ３1４,700 ３60,700 

1３ 20４,５00 227,000 268,３00 291,200 ３16,５00 ３62,600 
1４ 20５,５00 228,４00 269,700 292,800 ３18,３00 ３6４,700 
1５ 206,５00 229,800 271,100 29４,４00 ３20,100 ３66,800 
16 207,５00 2３1,200 272,５00 296,000 ３21,900 ３68,900 

17 208,４00 2３2,４00 27３,900 297,700 ３2３,700 ３70,800 
18 209,４00 2３３,600 27５,３00 299,４00 ３2５,５00 ３72,900 
19 210,４00 2３４,800 276,700 ３01,100 ３27,３00 ３7５,000 
20 211,４00 2３6,000 278,100 ３02,800 ３29,100 ３77,100 

21 212,200 2３7,100 279,４00 ３0４,３00 ３３0,900 ３79,200 
22 21３,200 2３8,200 280,800 ３06,000 ３３2,700 ３81,４00 
2３ 21４,200 2３9,３00 282,200 ３07,700 ３３４,５00 ３8３,600 
2４ 21５,200 2４0,４00 28３,600 ３09,４00 ３３6,３00 ３8５,800 
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2５ 216,000 2４1,600 28４,800 ３11,000 ３３8,200 ３87,800 
26 217,000 2４2,600 286,200 ３12,４00 ３３9,800 ３90,200 
27 218,000 2４３,600 287,600 ３1３,800 ３４1,４00 ３92,600 
28 219,000 2４４,600 289,000 ３1５,200 ３４３,000 ３9５,000 

29 219,800 2４５,600 290,200 ３16,600 ３４４,600 ３97,３00 
３0 220,700 2４6,600 291,600 ３17,900 ３４6,200 ３99,５00 
３1 221,600 2４7,600 29３,000 ３19,200 ３４7,800 ４01,700 
３2 222,５00 2４8,600 29４,４00 ３20,５00 ３４9,４00 ４0３,900 

３３ 22３,３00 2４9,４00 29５,600 ３21,800 ３５1,000 ４0５,900 
３４ 22４,200 2５0,４00 296,900 ３2３,000 ３５2,600 ４08,000 
３５ 22５,100 2５1,４00 298,200 ３2４,200 ３５４,200 ４10,100 
３6 226,000 2５2,４00 299,５00 ３2５,４00 ３５５,800 ４12,200 

３7 226,800 2５３,200 ３00,900 ３26,700 ３５7,３00 ４1４,200 
３8 227,600 2５４,200 ３02,200 ３27,900 ３５8,900 ４16,３00 
３9 228,４00 2５５,200 ３0３,５00 ３29,100 ３60,５00 ４18,４00 
４0 229,200 2５6,200 ３0４,800 ３３0,３00 ３62,100 ４20,５00 

４1 229,800 2５7,000 ３06,200 ３３1,５00 ３6３,600 ４22,５00 
４2 2３0,４00 2５7,900 ３07,５00 ３３2,５00 ３6５,200 ４2４,600 
４３ 2３1,000 2５8,800 ３08,800 ３３３,５00 ３66,800 ４26,700 
４４ 2３1,600 2５9,700 ３10,100 ３３４,５00 ３68,４00 ４28,800 

４５ 2３2,200 260,５00 ３11,４00 ３３５,４00 ３69,800 ４３0,700 
４6 2３2,800 261,４00 ３12,700 ３３6,４00 ３71,３00 ４３2,５00 
４7 2３３,４00 262,３00 ３1４,000 ３３7,４00 ３72,800 ４３４,３00 
４8 2３４,000 26３,200 ３1５,３00 ３３8,４00 ３7４,３00 ４３6,100 

４9 2３４,５00 26４,000 ３16,４00 ３３9,３00 ３7５,700 ４３7,800 
５0 2３５,100 26４,900 ３17,600 ３４0,３00 ３77,100 ４３9,100 
５1 2３５,700 26５,800 ３18,800 ３４1,３00 ３78,５00 ４４0,４00 
５2 2３6,３00 266,700 ３20,000 ３４2,３00 ３79,900 ４４1,700 

５３ 2３6,800 267,４00 ３21,200 ３４３,200 ３81,４00 ４４2,800 
５４ 2３7,４00 268,３00 ３22,４00 ３４４,200 ３82,800 ４４４,000 
５５ 2３8,000 269,200 ３2３,600 ３４５,200 ３8４,200 ４４５,200 
５6 2３8,600 270,100 ３2４,800 ３４6,200 ３8５,600 ４４6,４00 

５7 2３9,100 270,800 ３26,000 ３４7,000 ３86,800 ４４7,４00 
５8 2３9,700 271,700 ３27,000 ３４8,000 ３88,100 ４４8,600 
５9 2４0,３00 272,600 ３28,000 ３４9,000 ３89,４00 ４４9,800 
60 2４0,900 27３,５00 ３29,000 ３５0,000 ３90,700 ４５1,000 

61 2４1,３00 27４,200 ３29,900 ３５0,800 ３91,800 ４５2,000 
62 2４1,900 27５,000 ３３0,900 ３５1,800 ３92,900 ４５３,200 
6３ 2４2,５00 27５,800 ３３1,900 ３５2,800 ３9４,000 ４５４,４00 
6４ 2４３,100 276,600 ３３2,900 ３５３,800 ３9５,100 ４５５,600 

6５ 2４３,５00 277,５00 ３３３,700 ３５４,600 ３96,000 ４５6,600 
66 2４４,100 278,３00 ３３４,600 ３５５,５00 ３97,100 ４５7,700 
67 2４４,700 279,100 ３３５,５00 ３５6,４00 ３98,200 ４５8,800 
68 2４５,３00 279,900 ３３6,４00 ３５7,３00 ３99,３00 ４５9,900 

69 2４５,700 280,800 ３３7,200 ３５8,100 ４00,200 ４60,900 
70 2４6,000 281,600 ３３8,100 ３５9,000 ４01,200 ４61,900 
71 2４6,３00 282,４00 ３３9,000 ３５9,900 ４02,200 ４62,900 
72 2４6,600 28３,200 ３３9,900 ３60,800 ４0３,200 ４6３,900 
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7３ 2４7,000 28４,100 ３４0,700 ３61,600 ４0４,100 ４6４,900 
7４ 28４,900 ３４1,600 ３62,５00 ４0５,100 ４6５,900 
7５ 28５,700 ３４2,５00 ３6３,４00 ４06,100 ４66,900 
76 286,５00 ３４３,４00 ３6４,３00 ４07,100 ４67,900 

77 287,100 ３４４,100 ３6５,000 ４08,000 ４68,800 
78 287,800 ３４５,000 ３6５,900 ４08,900 ４69,600 
79 288,５00 ３４５,900 ３66,800 ４09,800 ４70,４00 
80 289,200 ３４6,800 ３67,700 ４10,700 ４71,200 

81 290,000 ３４7,５00 ３68,４00 ４11,５00 ４71,900 
82 290,700 ３４8,３00 ３69,000 ４12,４00 ４72,600 
8３ 291,４00 ３４9,100 ３69,600 ４1３,３00 ４7３,３00 
8４ 292,100 ３４9,900 ３70,200 ４1４,200 ４7４,000 

8５ 292,600 ３５0,600 ３70,800 ４1４,900 ４7４,800 
86 29３,000 ３５1,４00 ３71,４00 ４1５,600 ４7５,３00 
87 29３,４00 ３５2,200 ３72,000 ４16,３00 ４7５,800 
88 29３,800 ３５３,000 ３72,600 ４17,000 ４76,３00 

89 29４,200 ３５３,700 ３7３,100 ４17,５00 ４76,800 
90 ３５４,３00 ３7３,700 ４18,100 ４77,３00 
91 ３５４,900 ３7４,３00 ４18,700 ４77,800 
92 ３５５,５00 ３7４,900 ４19,３00 ４78,３00 

9３ ３５５,900 ３7５,４00 ４20,000 ４78,800 
9４ ３５6,５00 ３76,000 ４20,600 
9５ ３５7,100 ３76,600 ４21,200 
96 ３５7,700 ３77,200 ４21,800 

97 ３５8,100 ３77,700 ４22,５00 
98 ３５8,700 ３78,３00 ４2３,100 
99 ３５9,３00 ３78,900 ４2３,700 
100 ３５9,900 ３79,５00 ４2４,３00 

101 ３60,３00 ３80,000 ４2４,900 
102 ３60,800 ３80,600 ４2５,５00 
10３ ３61,３00 ３81,200 ４26,100 
10４ ３61,800 ３81,800 ４26,700 

10５ ３62,200 ３82,200 ４27,200 
106 ３82,800 ４27,800 
107 ３8３,４00 ４28,４00 
108 ３8４,000 ４29,000 

109 ３8４,４00 ４29,４00 
110 ３8５,000 ４29,900 
111 ３8５,600 ４３0,４00 
112 ３86,200 ４３0,900 

11３ ３86,600 ４３1,４00 
11４ ３87,100 ４３1,900 
11５ ３87,600 ４３2,４00 
116 ３88,100 ４３2,900 

117 ３88,700 ４３３,４00 
118 ３89,200 ４３３,900 
119 ３89,700 ４３４,４00 
120 ３90,200 ４３４,900 

121 ３90,700 ４３５,３00 
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
1５8,900 

円
198,３00 

円
2４6,600 

円
27３,４00

 

円
292,000 

円
３29,５00 

　　備考 　この表は、保健所又は保健センターに勤務する保健師、助産師、看護師及び准看

護師並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

別表第 ３

　消 防 職 給 料 表

職員の
区分

職務の級 1 　　級 2 　　級 ３ 　　級 ４ 　　級 ５ 　　級 6 　　級 7 　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 206,３00 2５1,100 272,３00 29５,900 ３３9,000 ３99,３00 ４５6,５00 
2 207,700 2５2,４00 27３,900 297,600 ３４1,000 ４01,800 ４５9,３00 
３ 209,100 2５３,700 27５,５00 299,３00 ３４３,000 ４0４,３00 ４62,100 
４ 210,５00 2５５,000 277,100 ３01,000 ３４５,000 ４06,800 ４6４,900 

５ 212,000 2５6,４00 278,５00 ３02,５00 ３４6,800 ４09,３00 ４67,700 
6 21３,900 2５7,800 280,100 ３0４,200 ３４8,800 ４11,800 ４70,600 
7 21５,800 2５9,200 281,700 ３0５,900 ３５0,800 ４1４,３00 ４7３,５00 
8 217,700 260,600 28３,３00 ３07,600 ３５2,800 ４16,800 ４76,４00 

9 219,５00 261,800 28４,800 ３09,３00 ３５４,700 ４19,４00 ４79,200 
10 221,４00 26３,４00 286,４00 ３11,100 ３５6,700 ４22,000 ４82,100 
11 22３,３00 26５,000 288,000 ３12,900 ３５8,700 ４2４,600 ４8５,000 
12 22５,200 266,600 289,600 ３1４,700 ３60,700 ４27,200 ４87,900 

1３ 227,000 268,３00 291,200 ３16,５00 ３62,600 ４29,600 ４90,900 
1４ 228,４00 269,700 292,800 ３18,３00 ３6４,700 ４３2,３00 ４9３,900 
1５ 229,800 271,100 29４,４00 ３20,100 ３66,800 ４３５,000 ４96,900 
16 2３1,200 272,５00 296,000 ３21,900 ３68,900 ４３7,700 ４99,900 

17 2３2,４00 27３,900 297,700 ３2３,700 ３70,800 ４４0,３00 ５0３,000 
18 2３３,600 27５,３00 299,４00 ３2５,５00 ３72,900 ４４３,000 ５0５,700 
19 2３４,800 276,700 ３01,100 ３27,３00 ３7５,000 ４４５,700 ５08,４00 
20 2３6,000 278,100 ３02,800 ３29,100 ３77,100 ４４8,４00 ５11,100 

21 2３7,100 279,４00 ３0４,３00 ３３0,900 ３79,200 ４５1,200 ５1３,800 
22 2３8,200 280,800 ３06,000 ３３2,700 ３81,４00 ４５３,900 ５1５,700 
2３ 2３9,３00 282,200 ３07,700 ３３４,５00 ３8３,600 ４５6,600 ５17,600 
2４ 2４0,４00 28３,600 ３09,４00 ３３6,３00 ３8５,800 ４５9,３00 ５19,５00 

2５ 2４1,600 28４,800 ３11,000 ３３8,200 ３87,800 ４62,000 ５21,200 
26 2４2,600 286,200 ３12,４00 ３３9,800 ３90,200 ４6４,600 ５22,900 
27 2４３,600 287,600 ３1３,800 ３４1,４00 ３92,600 ４67,200 ５2４,600 
28 2４４,600 289,000 ３1５,200 ３４３,000 ３9５,000 ４69,800 ５26,３00 

29 2４５,600 290,200 ３16,600 ３４４,600 ３97,３00 ４72,200 ５27,900 
３0 2４6,600 291,600 ３17,900 ３４6,200 ３99,５00 ４7３,800 ５29,200 
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３1 2４7,600 29３,000 ３19,200 ３４7,800 ４01,700 ４7５,４00 ５３0,５00 
３2 2４8,600 29４,４00 ３20,５00 ３４9,４00 ４0３,900 ４77,000 ５３1,800 

３３ 2４9,４00 29５,600 ３21,800 ３５1,000 ４0５,900 ４78,700 ５３2,900 
３４ 2５0,４00 296,900 ３2３,000 ３５2,600 ４08,000 ４80,100 ５３４,100 
３５ 2５1,４00 298,200 ３2４,200 ３５４,200 ４10,100 ４81,５00 ５３５,３00 
３6 2５2,４00 299,５00 ３2５,４00 ３５５,800 ４12,200 ４82,900 ５３6,５00 

３7 2５３,200 ３00,900 ３26,700 ３５7,３00 ４1４,200 ４8４,100 ５３7,700 
３8 2５４,200 ３02,200 ３27,900 ３５8,900 ４16,３00 ４8５,４00 ５３8,800 
３9 2５５,200 ３0３,５00 ３29,100 ３60,５00 ４18,４00 ４86,700 ５３9,900 
４0 2５6,200 ３0４,800 ３３0,３00 ３62,100 ４20,５00 ４88,000 ５４1,000 

４1 2５7,000 ３06,200 ３３1,５00 ３6３,600 ４22,５00 ４89,４00 ５４2,100 
４2 2５7,900 ３07,５00 ３３2,５00 ３6５,200 ４2４,600 ４90,600 ５４３,200 
４３ 2５8,800 ３08,800 ３３３,５00 ３66,800 ４26,700 ４91,800 ５４４,３00 
４４ 2５9,700 ３10,100 ３３４,５00 ３68,４00 ４28,800 ４9３,000 ５４５,４00 

４５ 260,５00 ３11,４00 ３３５,４00 ３69,800 ４３0,700 ４9４,000 ５４6,４00 
４6 261,４00 ３12,700 ３３6,４00 ３71,３00 ４３2,５00 ４9５,100 ５４7,５00 
４7 262,３00 ３1４,000 ３３7,４00 ３72,800 ４３４,３00 ４96,200 ５４8,600 
４8 26３,200 ３1５,３00 ３３8,４00 ３7４,３00 ４３6,100 ４97,３00 ５４9,700 

４9 26４,000 ３16,４00 ３３9,３00 ３7５,700 ４３7,800 ４98,５00 ５５0,600 
５0 26４,900 ３17,600 ３４0,３00 ３77,100 ４３9,100 ４99,５00 ５５1,600 
５1 26５,800 ３18,800 ３４1,３00 ３78,５00 ４４0,４00 ５00,５00 ５５2,600 
５2 266,700 ３20,000 ３４2,３00 ３79,900 ４４1,700 ５01,５00 ５５３,600 

５３ 267,４00 ３21,200 ３４３,200 ３81,４00 ４４2,800 ５02,600 ５５４,５00 
５４ 268,３00 ３22,４00 ３４４,200 ３82,800 ４４４,000 ５0３,５00 ５５４,700 
５５ 269,200 ３2３,600 ３４５,200 ３8４,200 ４４５,200 ５0４,４00 ５５４,900 
５6 270,100 ３2４,800 ３４6,200 ３8５,600 ４４6,４00 ５0５,３00 ５５５,100 

５7 270,800 ３26,000 ３４7,000 ３86,800 ４４7,４00 ５06,100 ５５５,３00 
５8 271,700 ３27,000 ３４8,000 ３88,100 ４４8,600 ５06,900 
５9 272,600 ３28,000 ３４9,000 ３89,４00 ４４9,800 ５07,700 
60 27３,５00 ３29,000 ３５0,000 ３90,700 ４５1,000 ５08,５00 

61 27４,200 ３29,900 ３５0,800 ３91,800 ４５2,000 ５09,３00 
62 27５,000 ３３0,900 ３５1,800 ３92,900 ４５３,200 ５10,100 
6３ 27５,800 ３３1,900 ３５2,800 ３9４,000 ４５４,４00 ５10,900 
6４ 276,600 ３３2,900 ３５３,800 ３9５,100 ４５５,600 ５11,700 

6５ 277,５00 ３３３,700 ３５４,600 ３96,000 ４５6,600 ５12,３00 
66 278,３00 ３３４,600 ３５５,５00 ３97,100 ４５7,700 ５12,800 
67 279,100 ３３５,５00 ３５6,４00 ３98,200 ４５8,800 ５1３,３00 
68 279,900 ３３6,４00 ３５7,３00 ３99,３00 ４５9,900 ５1３,800 

69 280,800 ３３7,200 ３５8,100 ４00,200 ４60,900 ５1４,３00 
70 281,600 ３３8,100 ３５9,000 ４01,200 ４61,900 
71 282,４00 ３３9,000 ３５9,900 ４02,200 ４62,900 
72 28３,200 ３３9,900 ３60,800 ４0３,200 ４6３,900 

7３ 28４,100 ３４0,700 ３61,600 ４0４,100 ４6４,900 
7４ 28４,900 ３４1,600 ３62,５00 ４0５,100 ４6５,900 
7５ 28５,700 ３４2,５00 ３6３,４00 ４06,100 ４66,900 
76 286,５00 ３４３,４00 ３6４,３00 ４07,100 ４67,900 

77 287,100 ３４４,100 ３6５,000 ４08,000 ４68,800 
78 287,800 ３４５,000 ３6５,900 ４08,900 ４69,600 
79 288,５00 ３４５,900 ３66,800 ４09,800 ４70,４00 
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80 289,200 ３４6,800 ３67,700 ４10,700 ４71,200 

81 290,000 ３４7,５00 ３68,４00 ４11,５00 ４71,900 
82 290,700 ３４8,３00 ３69,000 ４12,４00 ４72,600 
8３ 291,４00 ３４9,100 ３69,600 ４1３,３00 ４7３,３00 
8４ 292,100 ３４9,900 ３70,200 ４1４,200 ４7４,000 

8５ 292,600 ３５0,600 ３70,800 ４1４,900 ４7４,800 
86 29３,000 ３５1,４00 ３71,４00 ４1５,700 ４7５,３00 
87 29３,４00 ３５2,200 ３72,000 ４16,５00 ４7５,800 
88 29３,800 ３５３,000 ３72,600 ４17,３00 ４76,３00 

89 29４,200 ３５３,700 ３7３,100 ４18,000 ４76,800 
90 ３５４,３00 ３7３,700 ４18,800 ４77,３00 
91 ３５４,900 ３7４,３00 ４19,600 ４77,800 
92 ３５５,５00 ３7４,900 ４20,４00 ４78,３00 

9３ ３５５,900 ３7５,４00 ４21,100 ４78,800 
9４ ３５6,５00 ３76,000 ４21,900 
9５ ３５7,100 ３76,600 ４22,700 
96 ３５7,700 ３77,200 ４2３,５00 

97 ３５8,100 ３77,700 ４2４,100 
98 ３５8,700 ３78,３00 ４2４,900 
99 ３５9,３00 ３78,900 ４2５,700 
100 ３５9,900 ３79,５00 ４26,５00 

101 ３60,３00 ３80,000 ４27,100 
102 ３60,800 ３80,600 ４27,800 
10３ ３61,３00 ３81,200 ４28,５00 
10４ ３61,800 ３81,800 ４29,200 

10５ ３62,200 ３82,200 ４３0,000 
106 ３82,800 ４３0,700 
107 ３8３,４00 ４３1,４00 
108 ３8４,000 ４３2,100 

109 ３8４,４00 ４３2,900 
110 ３8５,000 ４３３,600 
111 ３8５,600 ４３４,３00 
112 ３86,200 ４３５,000 

11３ ３86,600 ４３５,700 
11４ ３87,100 ４３6,４00 
11５ ３87,600 ４３7,100 
116 ３88,100 ４３7,800 

117 ３88,700 ４３8,５00 
118 ３89,200 ４３9,200 
119 ３89,700 ４３9,900 
120 ３90,200 ４４0,600 

121 ３90,700 ４４1,200 
122 ３91,100 ４４1,600 
12３ ３91,５00 ４４2,000 
12４ ３91,900 ４４2,４00 

12５ ３92,200 ４４2,600 
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1３

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
198,３00 

円
2４6,600 

円
27３,４00 

円
292,000 

円
３29,５00 

円
３79,000 

円
４３9,800 

備考　この表は、消防吏員に適用する。

別表第 ３ の 2

　　　　 特定任期付職員給料表

号　給 給　料　月　額

　　　　円
1 ４0５,000

2 ４５５,000

３ ５08,000

４ ５7４,000

５ 6５５,000

6 76５,000

7 89３,000

　備考　この表は、任期付職員条例第 2

　　　条第 1 項の規定により任期を定め

　　　て採用された職員に適用する。

　　　附　則

　（施行期日）

1 　この条例は、公布の日から施行する。

　（適用日）

2  　この条例による改正後の福岡市職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定は、令和 7 年 ４ 月 1 日から適用する。

　（給与の内払）

３  　改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市職員の

給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の

内払とみなす。
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　福岡市漁港管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 7年12月22日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第61号

議案第201号

1

議案第201号

　　　福岡市漁港管理条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ７年12月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、漁港の利用の適正化を図るため、浜崎今津漁港以外の漁港に

おいて、プレジャーボート等の小型船舶の停係泊を新たに認めることに伴い、施設の使用料

の額を定める等の必要があるによる。

　　　福岡市漁港管理条例の一部を改正する条例

　福岡市漁港管理条例（昭和3７年福岡市条例第53号）の一部を次のように改正する。

　第 2条第 1項中「毎年度」を削る。

　第10条中「第11条の 2」を「第11条の 3第 1項又は第 2項」に改め、「許可を受け、又は

届出をして」を削り、「あらかじめ」を「規則で定めるところにより、あらかじめ」に改め

る。

　第11条第 1項中「市長」を「規則で定めるところにより、市長」に改める。

　第11条の 2の見出し中「小型船舶についての」を削り、同条第 1項を次のように改める。

　　次に掲げる者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

　⑴�　甲種漁港施設（法第39条第 5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限

る。）のうち市長が公示により指定する施設を次条第 1項の規定により使用しようとす

る者

　⑵　甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

　第11条の 2第 3項中「使用」を「許可」に改め、同条第 4項を削る。

　第11条の 3を次のように改める。

　（小型船舶についての制限）

第�11条の 3　小型船舶（主に余暇活動に利用されるヨット若しくはモーターボート又は遊漁
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船等の船舶で漁船法（昭和25年法律第1７8号）第 2条第 1項に規定する漁船及び国若しく

は地方公共団体の所有する船舶以外のものに限る。以下同じ。）を漁港の区域（法第39条

第 5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。）内に停係泊しよう

とする者は、前条第 1項第 1号の規定により市長が公示により指定する施設を使用しなけ

ればならない。

2 �　前項の規定にかかわらず、小型船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、

前条第 1項第 1号の規定により市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用

に当たつては、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

　第11条の 4中「、第11条の 2第 1項又は前条第 1項」を「又は第11条の 2第 1項」に、

「当該許可」を「占用許可等」に改める。

　第12条中第 5項を第 ６項とし、第 4項を第 5項とし、第 3項を第 4項とし、第 2項の次に

次の 1項を加える。

3 �　前項の規定にかかわらず、使用又は占用の期間が 1年以上で翌年度以降にわたる場合に

おいては、初年度分の使用料等は、同項の規定により納入し、次年度以降の分は、毎年度

当該年度分を 4月30日までに納入しなければならない。

　第12条の 2第 2項中「第 4項」を「第 5項」に改める。

　第14条第 1号中「、第11条の 2第 1項又は第11条の 3第 1項」を「又は第11条の 2第 1

項」に改める。

　別表第 1　 1　博多漁港　⑴　使用料の表中「⑴　使用料」の次に「（小型船舶に係るも

のを除く。）」を加える。

　別表第 1　 1　博多漁港　⑵　占用料の表中「⑵」を「⑶」に改め、同表の前に次の 1表

を加える。

　　⑵　使用料（小型船舶に係るものに限る。）

区　　　分 金　　　　　　　　額

泊地 船舶の長さ 1メートル当たり停係泊 1日につき　　50円以内で

規則で定める額

　別表第 1　 2　博多漁港以外の漁港　⑵　使用料（小型船舶に係るものに限る。）の表小

型船舶係留施設の項中「小型船舶係留施設」を「浮桟橋、泊地」に、「32円」を「50円」に
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改め、同表備考第 5項中「とする」を「とし、その長さに 1メートル未満の端数があるとき

は、 1メートルに切り上げて計算する」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

　（施行日前における使用の許可等）

2 �　この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

前においても、施行日以後のこの条例による改正後の福岡市漁港管理条例第11条の 3第 1

項の規定により小型船舶（主に余暇活動に利用されるヨット若しくはモーターボート又は

遊漁船等の船舶で漁船法（昭和25年法律第1７8号）第 2条第 1項に規定する漁船及び国若

しくは地方公共団体の所有する船舶以外のものに限る。）を漁港の区域（漁港及び漁場の

整備等に関する法律（昭和25年法律第13７号）第39条第 5項の規定により市長が指定する

区域に限る。）内に停係泊しようとする者に係る同条例第11条の 2第 1項第 1号の規定の

例により市長が公示により指定する施設の使用について、規則で定めるところにより許可

をし、及び使用料を徴収することができる。
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　福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 7年12月22日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第62号

議案第202号

1

議案第202号

　　　福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ７年12月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、人事委員会の勧告等に鑑み、及び教育職員の処遇の改善等を

図るため、教育職員の給料月額の改定を行う等の必要があるによる。

　　　福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　福岡市立学校職員の給与に関する条例（昭和29年福岡市条例第12号）の一部を次のように

改正する。

　第 ６条第 1項中「教育職員」の次に「（指導改善研修被認定者（教育公務員特例法（昭和

24年法律第 1号）第25条第 1項の規定による認定を受けた者であつて、当該認定の日から同

条第 4項の認定の日までの間にあるものをいう。）を除く。）」を加える。

　第 ７条第 1項中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、第 ３号を削り、第 4号を第 2号とし、

同条第 2項第 1号イ及びウ中「７,500円」を「8,000円」に改める。

　第10条第 2項に次のただし書を加える。

　�　ただし、校務のうち学級（小学校、中学校及び高等学校の学級に限り、特別支援学級を

除く。）を担任する業務を分掌する職員にあつては、３,000円を超えない範囲内において

委員会が別に定める額（短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額）

を加算する。

　第11条第 2項中「（昭和24年法律第 1号）」を削る。

　別表第 1及び別表第 2を次のように改める。
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別表第 1　給料表

　 1　教育職給料表⑴

職員の
区分 　

職務の級 1　　級 2　　級 ３　　級 4　　級 5　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 212,900 259,800 ３11,000 ３６７,200 4３６,７00
2 215,３00 2６1,200 ３12,800 ３６8,６00 4３8,500
３ 21７,６00 2６2,６00 ３14,６00 ３７0,000 440,３00
4 219,900 2６4,000 ３1６,400 ３７1,400 441,900

5 222,100 2６5,400 ３18,200 ３７2,800 44３,400
６ 224,400 2６６,６00 ３20,000 ３７4,100 444,900
７ 22６,６00 2６７,800 ３21,800 ３７5,400 44６,７00
8 228,800 2６9,000 ３2３,500 ３７６,７00 448,500

9 2３1,000 2７0,３00 ３25,200 ３７７,900 450,200
10 2３３,200 2７1,400 ３2７,000 ３７9,400 452,000
11 2３5,400 2７2,500 ３28,800 ３80,900 45３,900
12 2３７,６00 2７３,７00 ３３0,６00 ３82,３00 455,７00

1３ 2３9,800 2７5,000 ３３2,500 ３8３,６00 45７,400
14 241,900 2７６,７00 ３３4,３00 ３85,100 459,３00
15 244,000 2７8,400 ３３６,100 ３8６,６00 4６1,100
1６ 24６,100 280,100 ３３７,800 ３88,000 4６３,000

1７ 248,200 281,800 ３３9,400 ３89,400 4６4,７00
18 250,000 28３,800 ３41,３00 ３90,900 4６６,500
19 251,７00 28６,000 ３4３,200 ３92,３00 4６8,３00
20 25３,400 288,200 ３45,000 ３9３,７00 4７0,100

21 255,100 290,400 ３4６,800 ３95,100 4７1,800
22 25６,400 292,６00 ３48,800 ３9６,500 4７３,500
2３ 25７,７00 294,800 ３50,６00 ３98,000 4７5,400
24 258,900 29６,900 ３52,３00 ３99,400 4７７,200

25 2６0,100 298,900 ３54,000 400,７00 4７8,900
2６ 2６1,３00 ３00,800 ３55,７00 402,100 480,500
2７ 2６2,500 ３02,７00 ３5７,200 40３,６00 482,100
28 2６３,７00 ３04,500 ３58,800 405,100 48３,６00

29 2６4,800 ３0６,３00 ３６0,400 40６,400 485,100
３0 2６5,800 ３08,200 ３６1,７00 40７,900 48６,400
３1 2６６,900 ３10,000 ３６2,900 409,400 48７,800
３2 2６７,900 ３11,７00 ３６4,000 410,900 489,100

３３ 2６9,000 ３1３,400 ３６5,３00 412,３00 490,３00
３4 2７0,100 ３15,200 ３６６,900 41３,900 490,900
３5 2７1,３00 ３1６,900 ３６8,500 415,500 491,500
３６ 2７2,６00 ３18,500 ３７0,000 41７,000 492,200

３７ 2７３,800 ３20,100 ３７1,400 418,200 492,800
３8 2７4,900 ３21,800 ３７３,000 419,６00 49３,400
３9 2７６,100 ３2３,６00 ３７4,500 421,000 494,000
40 2７７,200 ３25,３00 ３７６,000 422,３00 494,６00

41 2７8,500 ３2６,６00 ３７７,500 42３,900 495,200
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42 2７9,500 ３28,500 ３７9,100 425,３00 495,800
4３ 280,500 ３３0,３00 ３80,７00 42６,６00 49６,３00
44 281,400 ３３2,000 ３82,200 428,000 49６,800

45 282,000 ３３３,６00 ３8３,７00 429,400 49７,３00
4６ 282,800 ３３5,500 ３85,３00 4３0,７00 49７,800
4７ 28３,６00 ３３７,200 ３8６,800 4３2,200 498,３00
48 284,400 ３３8,900 ３88,３00 4３３,７00 498,７00

49 285,100 ３40,６00 ３89,800 4３5,３00 499,100
50 285,900 ３42,３00 ３91,３00 4３６,７00
51 28６,６00 ３44,000 ３92,800 4３8,３00
52 28７,400 ３45,７00 ３94,200 4３9,800

5３ 288,200 ３4７,400 ３95,500 441,500
54 289,000 ３48,７00 ３9７,000 44３,000
55 289,７00 ３50,000 ３98,400 444,６00
5６ 290,500 ３51,３00 ３99,800 44６,200

5７ 291,200 ３52,800 401,３00 44７,７00
58 291,800 ３54,400 402,900 449,200
59 292,６00 ３55,900 404,500 450,400
６0 29３,400 ３5７,500 405,900 451,６00

６1 294,100 ３58,900 40７,100 452,800
６2 294,７00 ３６0,500 408,500 454,100
６３ 295,500 ３６2,100 409,900 455,３00
６4 29６,100 ３６３,500 411,200 45６,500

６5 29７,100 ３６5,000 412,400 45７,６00
６６ 29７,900 ３６６,６00 41３,６00 458,800
６７ 298,６00 ３６8,200 414,900 4６0,000
６8 299,３00 ３６9,７00 41６,200 4６1,200

６9 299,900 ３７1,200 41７,500 4６2,400
７0 ３00,６00 ３７2,800 418,800 4６３,６00
７1 ３01,３00 ３７4,３00 420,200 4６4,800
７2 ３02,000 ３７5,800 421,400 4６６,000

７３ ３02,７00 ３７７,３00 422,６00 4６７,100
７4 ３0３,400 ３７8,900 424,000 4６７,７00
７5 ３04,100 ３80,500 425,400 4６8,200
７６ ３04,６00 ３82,000 42６,７00 4６8,７00

７７ ３05,200 ３8３,400 42７,900 4６9,200
７8 ３05,800 ３84,800 429,100 4６9,７00
７9 ３0６,500 ３8６,200 4３0,400 4７0,200
80 ３0７,100 ３8７,500 4３1,800 4７0,７00

81 ３0７,６00 ３88,800 4３３,100 4７1,100
82 ３08,200 ３90,200 4３4,３00 4７1,６00
8３ ３08,900 ３91,500 4３5,３00 4７2,000
84 ３09,６00 ３92,800 4３６,500 4７2,400

85 ３10,200 ３9３,900 4３７,７00 4７2,800
8６ ３11,000 ３95,３00 4３8,800 4７３,200
8７ ３11,７00 ３9６,６00 440,000 4７３,６00
88 ３12,３00 ３9７,900 441,000 4７4,000

89 ３1３,000 ３99,100 442,100 4７4,３00
90 ３1３,800 400,400 44３,100
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91 ３14,６00 401,500 444,100
92 ３15,400 402,７00 445,100

9３ ３15,900 40３,900 44６,000
94 ３1６,７00 405,000 44６,800
95 ３1７,500 40６,200 44７,６00
9６ ３18,３00 40７,400 448,400

9７ ３18,900 408,800 449,100
98 ３19,６00 409,800 449,500
99 ３20,400 410,800 449,900
100 ３21,100 411,800 450,３00

101 ３21,900 412,７00 450,７00
102 ３22,７00 41３,７00 451,000
10３ ３2３,６00 414,800 451,３00
104 ３24,400 415,900 451,500

105 ３25,000 41６,６00 451,800
10６ ３25,800 41７,500 452,100
10７ ３2６,６00 418,400 452,400
108 ３2７,400 419,３00 452,６00

109 ３28,100 420,100 452,800
110 ３28,500 420,900 45３,100
111 ３28,800 421,７00 45３,400
112 ３29,３00 422,500 45３,６00

11３ ３29,800 42３,100 45３,800
114 ３３0,200 42３,800 454,100
115 ３３0,６00 424,500 454,400
11６ ３３1,000 425,200 454,６00

11７ ３３1,500 425,800 454,800
118 ３３2,000 42６,３00 455,100
119 ３３2,400 42６,６00 455,400
120 ３３2,900 42６,900 455,６00

121 ３３３,400 42７,200 455,800
122 ３３３,800 42７,500
12３ ３３4,200 42７,800
124 ３３4,７00 428,000

125 ３３5,200 428,200
12６ ３３5,500 428,500
12７ ３３5,800 428,800
128 ３３６,100 429,000

129 ３３６,３00 429,200
1３0 ３３６,６00 429,500
1３1 ３３６,900 429,800
1３2 ３３７,100 4３0,000

1３３ ３３７,３00 4３0,200
1３4 ３３７,500 4３0,500
1３5 ３３７,７00 4３0,800
1３６ ３３8,000 4３1,000

1３７ ３３8,３00 4３1,200
1３8 ３３8,500 4３1,500
1３9 ３３8,800 4３1,800
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140 ３３9,100 4３2,000

141 ３３9,３00 4３2,200
142 ３３9,500 4３2,500
14３ ３３9,800 4３2,800
144 ３40,000 4３３,000

145 ３40,３00 4３３,200
14６ ３40,500 4３３,500
14７ ３40,800 4３３,800
148 ３41,100 4３4,000

149 ３41,３00 4３4,200
150 ３41,500 4３4,500
151 ３41,800 4３4,800
152 ３42,100 4３5,000

15３ ３42,３00 4３5,200
154 ３42,６00
155 ３42,900
15６ ３4３,100

15７ ３4３,３00
158 ３4３,６00
159 ３4３,900
1６0 ３44,100

1６1 ３44,３00
1６2 ３44,６00
1６３ ３44,900
1６4 ３45,100

1６5 ３45,３00
1６６ ３45,６00
1６７ ３45,900
1６8 ３4６,100

1６9 ３4６,３00
1７0 ３4６,６00
1７1 ３4６,900
1７2 ３4７,100

1７３ ３4７,３00
1７4 ３4７,６00
1７5 ３4７,900
1７６ ３48,100

1７７ ３48,３00
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
24７,200

円
288,900

円
３19,100

円
３48,200

円
4３６,000

備考　 1 �　この表は、高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、

教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに特別支援学校
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に勤務する実習助手並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

　　　 2 �　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 4級である職員の給料月

額はこの表の額に11,500円を、 5級である職員の給料月額はこの表の額に３,800

円をそれぞれ加算した額とする。

　 2　削除

　 ３　教育職給料表⑶

職員の
区分 　

職務の級 1　　級 2　　級 ３　　級 4　　級 5　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 212,900 259,800 ３11,000 ３６７,200 4３６,７00
2 215,３00 2６1,200 ３12,800 ３６8,６00 4３8,500
３ 21７,６00 2６2,６00 ３14,６00 ３７0,000 440,３00
4 219,900 2６4,000 ３1６,400 ３７1,400 441,900

5 222,100 2６5,400 ３18,200 ３７2,800 44３,400
６ 224,400 2６６,６00 ３20,000 ３７4,100 444,900
７ 22６,６00 2６７,800 ３21,800 ３７5,400 44６,７00
8 228,800 2６9,000 ３2３,500 ３７６,７00 448,500

9 2３1,000 2７0,３00 ３25,200 ３７７,900 450,200
10 2３３,200 2７1,400 ３2７,000 ３７9,400 452,000
11 2３5,400 2７2,500 ３28,800 ３80,900 45３,900
12 2３７,６00 2７３,７00 ３３0,６00 ３82,３00 455,７00

1３ 2３9,800 2７5,000 ３３2,500 ３8３,６00 45７,400
14 241,900 2７６,７00 ３３4,３00 ３85,100 459,３00
15 244,000 2７8,400 ３３６,100 ３8６,６00 4６1,100
1６ 24６,100 280,100 ３３７,800 ３88,000 4６３,000

1７ 248,200 281,800 ３３9,400 ３89,400 4６4,７00
18 250,000 28３,800 ３41,３00 ３90,900 4６６,500
19 251,７00 28６,000 ３4３,200 ３92,３00 4６8,３00
20 25３,400 288,200 ３45,000 ３9３,７00 4７0,100

21 255,100 290,400 ３4６,800 ３95,100 4７1,800
22 25６,400 292,６00 ３48,800 ３9６,500 4７３,500
2３ 25７,７00 294,800 ３50,６00 ３98,000 4７5,400
24 258,900 29６,900 ３52,３00 ３99,400 4７７,200

25 2６0,100 298,900 ３54,000 400,７00 4７8,900
2６ 2６1,３00 ３00,800 ３55,７00 402,100 480,500
2７ 2６2,500 ３02,７00 ３5７,200 40３,６00 482,100
28 2６３,７00 ３04,500 ３58,800 405,100 48３,６00

29 2６4,800 ３0６,３00 ３６0,400 40６,400 485,100
３0 2６5,800 ３08,200 ３６1,７00 40７,900 48６,400
３1 2６６,900 ３10,000 ３６2,900 409,400 48７,800
３2 2６７,900 ３11,７00 ３６4,000 410,900 489,100

３３ 2６9,000 ３1３,400 ３６5,３00 412,３00 490,３00
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３4 2７0,100 ３15,200 ３６６,900 41３,900 490,900
３5 2７1,３00 ３1６,900 ３６8,500 415,500 491,500
３６ 2７2,６00 ３18,500 ３７0,000 41７,000 492,200

３７ 2７３,800 ３20,100 ３７1,400 418,200 492,800
３8 2７4,900 ３21,800 ３７３,000 419,６00 49３,400
３9 2７６,100 ３2３,６00 ３７4,500 421,000 494,000
40 2７７,200 ３25,３00 ３７６,000 422,３00 494,６00

41 2７8,500 ３2６,６00 ３７７,500 42３,900 495,200
42 2７9,500 ３28,500 ３７9,100 425,３00 495,800
4３ 280,500 ３３0,３00 ３80,７00 42６,６00 49６,３00
44 281,400 ３３2,000 ３82,200 428,000 49６,800

45 282,000 ３３３,６00 ３8３,７00 429,400 49７,３00
4６ 282,800 ３３5,500 ３85,３00 4３0,７00 49７,800
4７ 28３,６00 ３３７,200 ３8６,800 4３2,200 498,３00
48 284,400 ３３8,900 ３88,３00 4３３,７00 498,７00

49 285,100 ３40,６00 ３89,800 4３5,３00 499,100
50 285,900 ３42,３00 ３91,３00 4３６,７00
51 28６,６00 ３44,000 ３92,800 4３8,３00
52 28７,400 ３45,７00 ３94,200 4３9,800

5３ 288,200 ３4７,400 ３95,500 441,500
54 289,000 ３48,７00 ３9７,000 44３,000
55 289,７00 ３50,000 ３98,400 444,６00
5６ 290,500 ３51,３00 ３99,800 44６,200

5７ 291,200 ３52,800 401,３00 44７,７00
58 291,800 ３54,400 402,900 449,200
59 292,６00 ３55,900 404,500 450,400
６0 29３,400 ３5７,500 405,900 451,６00

６1 294,100 ３58,900 40７,100 452,800
６2 294,７00 ３６0,500 408,500 454,100
６３ 295,500 ３６2,100 409,900 455,３00
６4 29６,100 ３６３,500 411,200 45６,500

６5 29７,100 ３６5,000 412,400 45７,６00
６６ 29７,900 ３６６,６00 41３,６00 458,800
６７ 298,６00 ３６8,200 414,900 4６0,000
６8 299,３00 ３６9,７00 41６,200 4６1,200

６9 299,900 ３７1,200 41７,500 4６2,400
７0 ３00,６00 ３７2,800 418,800 4６３,６00
７1 ３01,３00 ３７4,３00 420,200 4６4,800
７2 ３02,000 ３７5,800 421,400 4６６,000

７３ ３02,７00 ３７７,３00 422,６00 4６７,100
７4 ３0３,400 ３７8,900 424,000 4６７,７00
７5 ３04,100 ３80,500 425,400 4６8,200
７６ ３04,６00 ３82,000 42６,７00 4６8,７00

７７ ３05,200 ３8３,400 42７,900 4６9,200
７8 ３05,800 ３84,800 429,100 4６9,７00
７9 ３0６,500 ３8６,200 4３0,400 4７0,200
80 ３0７,100 ３8７,500 4３1,800 4７0,７00

81 ３0７,６00 ３88,800 4３３,100 4７1,100
82 ３08,200 ３90,200 4３4,３00 4７1,６00
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8３ ３08,900 ３91,500 4３5,３00 4７2,000
84 ３09,６00 ３92,800 4３６,500 4７2,400

85 ３10,200 ３9３,900 4３７,７00 4７2,800
8６ ３11,000 ３95,３00 4３8,800 4７３,200
8７ ３11,７00 ３9６,６00 440,000 4７３,６00
88 ３12,３00 ３9７,900 441,000 4７4,000

89 ３1３,000 ３99,100 442,100 4７4,３00
90 ３1３,800 400,400 44３,100
91 ３14,６00 401,500 444,100
92 ３15,400 402,７00 445,100

9３ ３15,900 40３,900 44６,000
94 ３1６,７00 405,000 44６,800
95 ３1７,500 40６,200 44７,６00
9６ ３18,３00 40７,400 448,400

9７ ３18,900 408,800 449,100
98 ３19,６00 409,800 449,500
99 ３20,400 410,800 449,900
100 ３21,100 411,800 450,３00

101 ３21,900 412,７00 450,７00
102 ３22,７00 41３,７00 451,000
10３ ３2３,６00 414,800 451,３00
104 ３24,400 415,900 451,500

105 ３25,000 41６,６00 451,800
10６ ３25,800 41７,500 452,100
10７ ３2６,６00 418,400 452,400
108 ３2７,400 419,３00 452,６00

109 ３28,100 420,100 452,800
110 ３28,500 420,900 45３,100
111 ３28,800 421,７00 45３,400
112 ３29,３00 422,500 45３,６00

11３ ３29,800 42３,100 45３,800
114 ３３0,200 42３,800 454,100
115 ３３0,６00 424,500 454,400
11６ ３３1,000 425,200 454,６00

11７ ３３1,500 425,800 454,800
118 ３３2,000 42６,３00 455,100
119 ３３2,400 42６,６00 455,400
120 ３３2,900 42６,900 455,６00

121 ３３３,400 42７,200 455,800
122 ３３３,800 42７,500
12３ ３３4,200 42７,800
124 ３３4,７00 428,000

125 ３３5,200 428,200
12６ ３３5,500 428,500
12７ ３３5,800 428,800
128 ３３６,100 429,000

129 ３３６,３00 429,200
1３0 ３３６,６00 429,500
1３1 ３３６,900 429,800
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1３2 ３３７,100 4３0,000

1３３ ３３７,３00 4３0,200
1３4 ３３７,500 4３0,500
1３5 ３３７,７00 4３0,800
1３６ ３３8,000 4３1,000

1３７ ３３8,３00 4３1,200
1３8 ３３8,500 4３1,500
1３9 ３３8,800 4３1,800
140 ３３9,100 4３2,000

141 ３３9,３00 4３2,200
142 ３３9,500 4３2,500
14３ ３３9,800 4３2,800
144 ３40,000 4３３,000

145 ３40,３00 4３３,200
14６ ３40,500 4３３,500
14７ ３40,800 4３３,800
148 ３41,100 4３4,000

149 ３41,３00 4３4,200
150 ３41,500 4３4,500
151 ３41,800 4３4,800
152 ３42,100 4３5,000

15３ ３42,３00 4３5,200
154 ３42,６00
155 ３42,900
15６ ３4３,100

15７ ３4３,３00
158 ３4３,６00
159 ３4３,900
1６0 ３44,100

1６1 ３44,３00
1６2 ３44,６00
1６３ ３44,900
1６4 ３45,100

1６5 ３45,３00
1６６ ３45,６00
1６７ ３45,900
1６8 ３4６,100

1６9 ３4６,３00
1７0 ３4６,６00
1７1 ３4６,900
1７2 ３4７,100

1７３ ３4７,３00
1７4 ３4７,６00
1７5 ３4７,900
1７６ ３48,100

1７７ ３48,３00
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定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
24７,200

円
288,900

円
３19,100

円
３48,200

円
4３６,000

備考　 1 �　この表は、特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに人事委員

会規則で定める職員に適用する。

　　　 2 �　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 4級である職員の給料月

額はこの表の額に11,500円を、 5級である職員の給料月額はこの表の額に３,800

円をそれぞれ加算した額とする。

　 4　教育職給料表⑷

職員の
区分 　

職務の級 1　　級 2　　級 ３　　級 4　　級 5　　級

号　　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円　 円　 円　 円　 円　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

1 212,900 2３4,000 ３11,000 ３３７,100 42６,000
2 215,３00 2３６,400 ３12,800 ３３9,200 42７,500
３ 21７,６00 2３8,800 ３14,６00 ３41,３00 429,000
4 219,900 241,３00 ３1６,400 ３4３,400 4３0,400

5 222,100 24３,７00 ３18,200 ３45,400 4３1,７00
６ 224,400 24６,100 ３20,000 ３4７,500 4３３,100
７ 22６,６00 248,500 ３21,800 ３49,６00 4３4,500
8 228,800 251,000 ３2３,500 ３51,７00 4３4,900

9 2３1,000 25３,400 ３25,200 ３5３,７00 4３７,３00
10 2３３,200 255,000 ３2７,000 ３55,800 4３8,７00
11 2３5,400 25６,６00 ３28,800 ３5７,900 440,100
12 2３７,６00 258,200 ３３0,６00 ３59,900 441,400

1３ 2３9,800 259,800 ３３2,500 ３６1,900 442,７00
14 241,900 2６1,200 ３３4,３00 ３６３,400 444,100
15 244,000 2６2,６00 ３３６,100 ３６4,900 445,500
1６ 24６,100 2６4,000 ３３７,800 ３６６,３00 44６,900

1７ 248,200 2６5,400 ３３9,400 ３６７,７00 448,100
18 250,000 2６６,６00 ３41,３00 ３６9,000 449,400
19 251,７00 2６７,800 ３4３,200 ３７0,３00 450,６00
20 25３,400 2６9,000 ３45,000 ３７1,７00 451,900

21 255,100 2７0,３00 ３4６,800 ３７３,100 45３,000
22 25６,400 2７1,400 ３48,800 ３７4,400 454,100
2３ 25７,７00 2７2,500 ３50,６00 ３７5,７00 455,３00
24 258,900 2７３,７00 ３52,３00 ３７６,900 45６,500

25 2６0,100 2７5,000 ３54,000 ３７8,100 45７,800
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2６ 2６1,200 2７６,７00 ３55,７00 ３７9,400 459,000
2７ 2６2,３00 2７8,400 ３5７,200 ３80,６00 4６0,100
28 2６３,400 280,100 ３58,800 ３81,800 4６1,200

29 2６4,６00 281,800 ３６0,400 ３82,800 4６2,400
３0 2６5,７00 28３,800 ３６1,７00 ３84,000 4６３,200
３1 2６６,800 28６,000 ３６2,900 ３85,200 4６4,000
３2 2６７,800 288,200 ３６4,000 ３8６,３00 4６4,900

３３ 2６8,900 290,400 ３６5,３00 ３8７,３00 4６5,800
３4 2６9,900 292,６00 ３６６,７00 ３88,500 4６６,200
３5 2７0,900 294,800 ３６8,100 ３89,７00 4６６,７00
３６ 2７2,000 29６,900 ３６9,400 ３90,800 4６７,200

３７ 2７３,200 298,900 ３７0,６00 ３91,800 4６７,７00
３8 2７4,100 ３00,800 ３７2,000 ３9３,000 4６8,200
３9 2７5,100 ３02,７00 ３７３,３00 ３94,100 4６8,７00
40 2７６,200 ３04,500 ３７4,６00 ３95,200 4６9,100

41 2７７,400 ３0６,３00 ３７5,800 ３9６,３00 4６9,500
42 2７8,500 ３08,200 ３７７,200 ３9７,500 4６9,900
4３ 2７9,６00 ３10,000 ３７8,500 ３98,７00 4７0,３00
44 280,７00 ３11,７00 ３７9,800 ３99,800 4７0,７00

45 281,６00 ３1３,400 ３81,100 400,800 4７1,100
4６ 282,400 ３15,200 ３82,３00 401,900 4７1,500
4７ 28３,200 ３1６,900 ３8３,400 40３,100 4７1,900
48 284,000 ３18,500 ３84,６00 404,３00 4７2,３00

49 284,６00 ３20,100 ３85,800 405,500 4７2,６00
50 285,400 ３21,800 ３8７,000 40６,800
51 28６,100 ３2３,６00 ３88,200 40７,900
52 28６,800 ３25,３00 ３89,３00 409,100

5３ 28７,６00 ３2６,６00 ３90,400 410,200
54 288,400 ３28,500 ３91,６00 411,500
55 289,000 ３３0,３00 ３92,800 412,500
5６ 289,７00 ３３2,000 ３9３,900 41３,６00

5７ 290,400 ３３３,６00 ３95,000 414,800
58 291,200 ３３5,500 ３9６,３00 41６,000
59 292,000 ３３７,200 ３9７,500 41７,200
６0 292,６00 ３３8,900 ３98,６00 418,400

６1 29３,200 ３40,６00 ３99,500 419,500
６2 29３,900 ３42,３00 400,７00 420,500
６３ 294,６00 ３44,000 401,７00 421,800
６4 295,100 ３45,７00 402,800 42３,000

６5 295,800 ３4７,400 40３,６00 424,200
６６ 29６,500 ３48,７00 404,７00 425,３00
６７ 29７,100 ３50,000 405,７00 42６,400
６8 29７,７00 ３51,３00 40６,７00 42７,500

６9 298,400 ３52,800 40７,800 428,500
７0 299,100 ３54,３00 408,800 429,７00
７1 299,７00 ３55,800 409,900 4３0,900
７2 ３00,400 ３5７,３00 411,000 4３2,100

７３ ３00,900 ３58,６00 412,000 4３2,７00
７4 ３01,500 ３６0,100 41３,100 4３３,500
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７5 ３02,200 ３６1,６00 414,200 4３4,200
７６ ３02,７00 ３６３,000 415,200 4３4,７00

７７ ３0３,３00 ３６4,400 41６,100 4３5,000
７8 ３0３,900 ３６5,900 41７,000 4３5,３00
７9 ３04,500 ３６７,400 418,000 4３5,７00
80 ３05,100 ３６8,900 419,000 4３６,100

81 ３05,６00 ３７0,200 419,800 4３６,400
82 ３0６,100 ３７1,500 420,６00 4３６,800
8３ ３0６,７00 ３７2,800 421,３00 4３７,100
84 ３0７,３00 ３７4,000 422,100 4３７,400

85 ３0７,７00 ３７5,200 422,800 4３７,７00
8６ ３08,100 ３７６,400 42３,400 4３8,000
8７ ３08,６00 ３７７,500 424,100 4３8,３00
88 ３09,100 ３７8,６00 424,800 4３8,６00

89 ３09,500 ３７9,６00 425,400 4３8,800
90 ３10,000 ３80,７00 42６,100 4３9,100
91 ３10,400 ３81,800 42６,６00 4３9,400
92 ３10,900 ３82,900 42７,200 4３9,６00

9３ ３11,200 ３84,000 42７,６00 4３9,800
94 ３11,７00 ３85,100 428,000 440,100
95 ３12,200 ３8６,100 428,３00 440,400
9６ ３12,６00 ３8７,200 428,500 440,６00

9７ ３12,900 ３88,200 428,７00 440,800
98 ３1３,３00 ３89,200 429,000 441,100
99 ３1３,７00 ３90,100 429,３00 441,400
100 ３14,100 ３91,000 429,500 441,６00

101 ３14,500 ３91,800 429,７00 441,800
102 ３14,800 ３92,800 4３0,000 442,100
10３ ３15,100 ３9３,６00 4３0,３00 442,400
104 ３15,400 ３94,500 4３0,500 442,６00

105 ３15,６00 ３95,３00 4３0,７00 442,800
10６ ３15,900 ３9６,200 4３1,000
10７ ３1６,200 ３9７,100 4３1,３00
108 ３1６,400 ３98,000 4３1,500

109 ３1６,６00 ３98,800 4３1,７00
110 ３1６,800 ３99,800 4３2,000
111 ３1７,100 400,７00 4３2,３00
112 ３1７,400 401,６00 4３2,500

11３ ３1７,６00 402,200 4３2,７00
114 ３1７,800 40３,100 4３３,000
115 ３18,000 404,000 4３３,３00
11６ ３18,３00 404,900 4３３,500

11７ ３18,６00 405,７00 4３３,７00
118 ３18,800 40６,400 4３4,000
119 ３19,100 40７,200 4３4,３00
120 ３19,400 408,000 4３4,500

121 ３19,６00 408,６00 4３4,７00
122 ３19,800 409,３00
12３ ３20,000 410,000

福岡市公報

－ 29 －

第7199号令和７年12月22日



議案第202号

1３

124 ３20,３00 410,６00

125 ３20,６00 411,200
12６ ３20,800 411,900
12７ ３21,100 412,400
128 ３21,３00 41３,000

129 ３21,500 41３,６00
1３0 ３21,800 414,200
1３1 ３22,100 414,７00
1３2 ３22,３00 415,200

1３３ ３22,500 415,500
1３4 ３22,800 415,800
1３5 ３2３,100 41６,000
1３６ ３2３,３00 41６,３00

1３７ ３2３,500 41６,６00
1３8 41６,900
1３9 41７,200
140 41７,500

141 41７,800
142 418,100
14３ 418,400
144 418,７00

145 418,900
14６ 419,200
14７ 419,500
148 419,７00

149 419,900
150 420,200
151 420,500
152 420,７00

15３ 420,900
154 421,200
155 421,500
15６ 421,７00

15７ 421,900
158 422,200
159 422,500
1６0 422,７00

1６1 422,900
1６2 42３,200
1６３ 42３,500
1６4 42３,７00

1６5 42３,900
定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員　

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
2３8,400

円
285,800

円
３14,３00

円
３41,６00

円
425,６00
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備考　 1 �　この表は、小学校及び中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指

導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに人事

委員会規則で定める職員に適用する。

　　　 2 �　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 4級である職員の給料月

額はこの表の額に11,500円を、 5級である職員の給料月額はこの表の額に4,000

円をそれぞれ加算した額とする。

別表第 2

特定任期付教育職員給料表

号　給 給　料　月　額

　　 円
1 405,000

2 455,000

３ 508,000

4 5７4,000

5 ６55,000

６ ７６5,000

７ 89３,000

備考�　この表は、任期付職員条例第 2

条第 1項の規定により任期を定め

て採用された教育職員に適用する。

　別表第 ３　 ３　教育職給料表⑶級別基準職務表 1級の項中「養護助教諭」の次に「、栄養

教諭（定年前再任用短時間勤務職員及び任用の期限を付さない者を除く。）」を加え、同表

2級の項中「栄養教諭」の次に「（定年前再任用短時間勤務職員及び任用の期限を付さない

者に限る。）」を加える。

　別表第 ３　 4　教育職給料表⑷級別基準職務表 1級の項中「養護助教諭」の次に「、栄養

教諭（定年前再任用短時間勤務職員及び任用の期限を付さない者を除く。）」を加え、同表

2級の項中「栄養教諭」の次に「（定年前再任用短時間勤務職員及び任用の期限を付さない

者に限る。）」を加える。

福岡市公報

－ 31 －

第7199号令和７年12月22日



議案第202号

15

　別表第 4及び別表第 5を次のように改める。

別表第 4　給料の調整額定額表

　 1　給料の調整額定額表⑴

職 務 の 級 給　料　の　調　整　額

1　　級 9,100円

2 　　級 11,200円

３ 　　級 11,６00円

　 2　給料の調整額定額表⑶

職 務 の 級 給　料　の　調　整　額

1　　級 9,100円

2 　　級 11,200円

３ 　　級 11,６00円

　 ３　給料の調整額定額表⑷

職 務 の 級 給　料　の　調　整　額

1　　級 8,800円

2 　　級 11,100円。ただし、 1号給 10,5３0円
2 号給 10,６３8円
３ 号給 10,７4６円
4 号給 10,858円
5 号給 10,9６６円
６ 号給 11,0７4円

３ 　　級 　　　11,400円

別表第 5　義務教育等教員特別手当月額表

　 1　義務教育等教員特別手当月額表⑴

職員の区分
職務の級

号給
1級 2級 ３級 4級 5級
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定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員　　

円 円 円 円 円
 　 1号給から 　 4号給まで 1,３00 1,７00 2,400 ３,500 4,７00
 　 5 号給から 　 8号給まで 1,３00 1,800 2,６00 ３,６00 4,800
 　 9 号給から 　12号給まで 1,400 1,900 2,６00 ３,800 4,900
 　1３号給から 　1６号給まで 1,500 2,000 2,800 ３,800 5,000
 　1７号給から 　20号給まで 1,６00 2,100 ３,000 4,000 5,100
 　21号給から 　24号給まで 1,７00 2,200 ３,200 4,100 5,200
 　25号給から 　28号給まで 1,800 2,３00 ３,３00 4,100 5,３00
 　29号給から 　３2号給まで 1,900 2,400 ３,400 4,200 5,400
 　３３号給から 　３６号給まで 1,900 2,６00 ３,500 4,400 5,500
 　３７号給から 　40号給まで 2,000 2,６00 ３,７00 4,400 5,６00
 　41号給から 　44号給まで 2,200 2,800 ３,800 4,６00 5,６00
 　45号給から 　48号給まで 2,200 ３,000 ３,900 4,７00 5,６00
 　49号給から 　52号給まで 2,３00 ３,200 4,000 4,７00 5,６00
 　5３号給から 　5６号給まで 2,400 ３,３00 4,000 4,800
 　5７号給から 　６0号給まで 2,400 ３,400 4,100 4,900
６1号給から 　６4号給まで 2,500 ３,500 4,200 5,000
６5号給から 　６8号給まで 2,６00 ３,７00 4,400 5,100

 　６9号給から 　７2号給まで 2,６00 ３,800 4,400 5,100
 　７３号給から 　７６号給まで 2,７00 ３,800 4,500 5,200
 　７７号給から 　80号給まで 2,800 ３,900 4,７00 5,200
 　81号給から 　84号給まで 2,800 4,000 4,７00 5,３00
 　85号給から 　88号給まで 2,800 4,100 4,７00 5,３00
 　89号給から 　92号給まで 2,900 4,200 4,７00 5,３00
 　9３号給から 　9６号給まで ３,000 4,３00 4,800
 　9７号給から　100号給まで ３,100 4,400 5,000
　101号給から　104号給まで ３,100 4,400 5,000
105号給から　108号給まで ３,200 4,500 5,000
109号給から　112号給まで ３,200 4,６00 5,100
　11３号給から　11６号給まで ３,200 4,７00 5,100
　11７号給から　120号給まで ３,３00 4,７00 5,100
　121号給から　124号給まで ３,３00 4,７00 5,200
　125号給から　128号給まで ３,３00 4,７00
　129号給から　1３2号給まで ３,400 4,７00
　1３３号給から　1３６号給まで ３,400 4,800
　1３７号給から　140号給まで ３,400 4,900
　141号給から　144号給まで ３,500 4,900
　145号給から　148号給まで ３,500 4,900
　149号給から　152号給まで ３,500 5,000
　15３号給から　15６号給まで ３,500 5,000
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　15７号給から　1６0号給まで ３,６00
　1６1号給から　1６4号給まで ３,７00
　1６5号給から　1６8号給まで ３,７00
　1６9号給から　1７2号給まで ３,７00
　1７３号給から　1７６号給まで ３,800
�1７７号給　　　　　　 　　 ３,800

定年前再任
用短時間勤
務職員　　

2,200 2,６00 ３,200 ３,500 4,400

　 2 　削除

　 ３　義務教育等教員特別手当月額表⑶

職員の区分
職務の級

号給
1級 2級 ３級 4級 5級

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員　　

円 円 円 円 円
1号給から 　 4号給まで 1,３00 1,７00 2,400 ３,500 4,７00
5 号給から 　 8号給まで 1,３00 1,800 2,６00 ３,６00 4,800
9 号給から 　12号給まで 1,400 1,900 2,６00 ３,800 4,900
1３号給から 　1６号給まで 1,500 2,000 2,800 ３,800 5,000
1７号給から 　20号給まで 1,６00 2,100 ３,000 4,000 5,100
21号給から 　24号給まで 1,７00 2,200 ３,200 4,100 5,200
25号給から 　28号給まで 1,800 2,３00 ３,３00 4,100 5,３00
29号給から 　３2号給まで 1,900 2,400 ３,400 4,200 5,400
３３号給から 　３６号給まで 1,900 2,６00 ３,500 4,400 5,500
３７号給から 　40号給まで 2,000 2,６00 ３,７00 4,400 5,６00
41号給から 　44号給まで 2,200 2,800 ３,800 4,６00 5,６00
45号給から 　48号給まで 2,200 ３,000 ３,900 4,７00 5,６00
49号給から 　52号給まで 2,３00 ３,200 4,000 4,７00 5,６00
5３号給から 　5６号給まで 2,400 ３,３00 4,000 4,800
5７号給から 　６0号給まで 2,400 ３,400 4,100 4,900
６1号給から 　６4号給まで 2,500 ３,500 4,200 5,000
６5号給から 　６8号給まで 2,６00 ３,７00 4,400 5,100
６9号給から 　７2号給まで 2,６00 ３,800 4,400 5,100
７３号給から 　７６号給まで 2,７00 ３,800 4,500 5,200
７７号給から 　80号給まで 2,800 ３,900 4,７00 5,200
81号給から 　84号給まで 2,800 4,000 4,７00 5,３00
85号給から 　88号給まで 2,800 4,100 4,７00 5,３00
89号給から 　92号給まで 2,900 4,200 4,７00 5,３00
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9３号給から 　9６号給まで ３,000 4,３00 4,800
9７号給から　100号給まで ３,100 4,400 5,000
101号給から　104号給まで ３,100 4,400 5,000
105号給から　108号給まで ３,200 4,500 5,000
109号給から　112号給まで ３,200 4,６00 5,100
11３号給から　11６号給まで ３,200 4,７00 5,100
11７号給から　120号給まで ３,３00 4,７00 5,100
121号給から　124号給まで ３,３00 4,７00 5,200
125号給から　128号給まで ３,３00 4,７00
129号給から　1３2号給まで ３,400 4,７00
1３３号給から　1３６号給まで ３,400 4,800
1３７号給から　140号給まで ３,400 4,900
141号給から　144号給まで ３,500 4,900
145号給から　148号給まで ３,500 4,900
149号給から　152号給まで ３,500 5,000
15３号給から　15６号給まで ３,500 5,000
15７号給から　1６0号給まで ３,６00
1６1号給から　1６4号給まで ３,７00
1６5号給から　1６8号給まで ３,７00
1６9号給から　1７2号給まで ３,７00
1７３号給から　1７６号給まで ３,800
1７７号給　　　　　　　 　 ３,800

定年前再任
用短時間勤
務職員　　

2,200 2,６00 ３,200 ３,500 4,400

　 4 　義務教育等教員特別手当月額表⑷

職員の区分
職務の級

号給
1級 2級 ３級 4級 5級

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員　　

円 円 円 円 円
��� 1 号給から　  4 号給まで 1,３00 1,400 2,400 2,900 4,７00
��� 5 号給から　  8 号給まで 1,３00 1,６00 2,６00 ３,100 4,800
��� 9 号給から　 12号給まで 1,400 1,７00 2,６00 ３,100 4,900
��1３号給から　 1６号給まで 1,500 1,７00 2,800 ３,400 5,000
��1７号給から　 20号給まで 1,６00 1,800 ３,000 ３,500 5,100
��21号給から　 24号給まで 1,７00 1,900 ３,200 ３,６00 5,200
��25号給から　 28号給まで 1,800 2,000 ３,３00 ３,800 5,３00
��29号給から　 ３2号給まで 1,900 2,100 ３,400 ３,800 5,400
��３３号給から　 ３６号給まで 1,900 2,200 ３,500 4,000 5,500
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��３７号給から　 40号給まで 2,000 2,３00 ３,７00 4,100 5,６00
��41号給から　 44号給まで 2,200 2,400 ３,800 4,100 5,６00
��45号給から　 48号給まで 2,200 2,６00 ３,900 4,200 5,６00
��49号給から　 52号給まで 2,３00 2,６00 4,000 4,400 5,６00
��5３号給から　 5６号給まで 2,400 2,800 4,000 4,400
��5７号給から　 ６0号給まで 2,400 ３,000 4,100 4,６00
��６1号給から　 ６4号給まで 2,500 ３,200 4,200 4,７00
��６5号給から　 ６8号給まで 2,６00 ３,３00 4,400 4,７00
��６9号給から　 ７2号給まで 2,６00 ３,400 4,400 4,800
��７３号給から　 ７６号給まで 2,７00 ３,500 4,500 4,900
��７７号給から　 80号給まで 2,800 ３,７00 4,７00 5,000
��81号給から　 84号給まで 2,800 ３,800 4,７00 5,100
��85号給から　 88号給まで 2,800 ３,800 4,７00 5,100
��89号給から　 92号給まで 2,900 ３,900 4,７00 5,200
��9３号給から　 9６号給まで ３,000 4,000 4,800 5,200
��9７号給から　100号給まで ３,100 4,100 5,000 5,３00
�101号給から　104号給まで ３,100 4,200 5,000 5,３00
�105号給から　108号給まで ３,200 4,３00 5,000 5,３00
�109号給から　112号給まで ３,200 4,400 5,100
�11３号給から　11６号給まで ３,200 4,400 5,100
�11７号給から　120号給まで ３,３00 4,500 5,100
�121号給から　124号給まで ３,３00 4,６00 5,200
�125号給から　128号給まで ３,３00 4,７00
�129号給から　1３2号給まで ３,400 4,７00
�1３３号給から　1３６号給まで ３,400 4,７00
�1３７号給から　140号給まで ３,400 4,７00
�141号給から　144号給まで 4,７00
�145号給から　148号給まで 4,800
�149号給から　152号給まで 4,900
�15３号給から　15６号給まで 4,900
�15７号給から　1６0号給まで 4,900
�1６1号給から　1６4号給まで 5,000�
�1６5号給　　　　　　　 　 5,000�

定年前再任
用短時間勤
務職員　　

2,200 2,６00 ３,200 ３,500 4,400

　　　附　則

　（施行期日）

1　�この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
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める日から施行する。

　⑴�　第 ６条第 1項及び第 ７条の改正規定、第10条第 2項にただし書を加える改正規定、第

11条第 2項の改正規定、別表第 1の改正規定（同表 1　教育職給料表⑴備考第 2項に係

る部分、別表第 1　 ３　教育職給料表⑶備考第 2項に係る部分及び別表第 1　 4　教育

職給料表⑷備考第 2項に係る部分に限る。）並びに別表第 5の改正規定　令和 8年 1月

1日

　⑵　別表第 ３の改正規定　令和 8年 4月 1日

　（適用日）

2 �　この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」

という。）別表第 1　 1　教育職給料表⑴（備考第 2項を除く。次項において同じ。）、

別表第 1　 ３　教育職給料表⑶（備考第 2項を除く。次項において同じ。）、別表第 1　

4　教育職給料表⑷（備考第 2項を除く。次項において同じ。）、別表第 2及び別表第 4

の規定は、令和 ７年 4月 1日から適用する。

　（給与の内払）

３ �　改正後の条例別表第 1　 1　教育職給料表⑴、別表第 1　 ３　教育職給料表⑶、別表第

1　 4　教育職給料表⑷、別表第 2及び別表第 4の規定を適用する場合においては、この

条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例（以下「改正前の条例」とい

う。）の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみな

す。

　（指導改善研修被認定者に関する経過措置）

4 �　附則第 1 項第 1 号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項において「 1 号施行

日」という。）前に教育公務員特例法（昭和24年法律第 1号）第25条第 1項の規定による

認定を受けた者であって 1号施行日の前日までに同条第 4項の認定を受けていないものが

当該認定を受けるまでの間における当該者に対する福岡市立学校職員の給与に関する条例

の規定による時間外勤務手当の支給については、改正後の条例第 ６条第 1項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

　（特殊勤務手当の支給に関する経過措置）

5 �　 1 号施行日前において、改正前の条例第 ７条の規定により支給事由の生じた特殊勤務手

当の支給については、なお従前の例による。
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　福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和 7年12月22日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第63号

議案第203号

1

議案第203号

　　　�福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条

例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ７年12月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法の一部改正に鑑み、教育職員の教職調整額を引き上げる等の必要があるによる。

　　　�福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条

例

　福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年福岡市条例第

58号）の一部を次のように改正する。

　第 3条第 1項中「である者」の次に「（指導改善研修被認定者（教育公務員特例法（昭和

24年法律第 1号）第25条第 1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同

条第 4項の認定の日までの間にあるものをいう。第 3項において同じ。）を除く。）」を加

え、「100分の 4」を「100分の10」に改め、同条第 3項中「者」の次に「及び指導改善研修

被認定者」を加え、「第 ７条」を「第 ７条第 1項及び第 2項」に改める。

　第 ７条第 3項中「教育職員」の次に「（管理職手当を受ける者を除く。）」を加える。

　附則を附則第 1項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の 1項を

加える。

　（令和12年12月31日までの間における特例）

2 �　次の表の左欄に掲げる期間における第 3条第 1項の規定の適用については、同項中

「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和 8年 1月 1日から同年12月31日まで 100分の 5
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令和 9年 1月 1日から同年12月31日まで 100分の 6

令和10年 1 月 1 日から同年12月31日まで 100分の ７

令和11年 1 月 1 日から同年12月31日まで 100分の 8

令和12年 1 月 1 日から同年12月31日まで 100分の 9

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、令和 8年 1月 1日から施行する。

　（経過措置）

2 �　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和24年法律

第 1号）第25条第 1項の規定による認定を受けた者であって施行日の前日までに同条第 4

項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する福岡市

立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定による教職調整額の支給

及び同条例第 ７条第 1項に規定する時間外勤務並びに福岡市立学校職員の給与に関する条

例（昭和29年福岡市条例第12号）の規定による休日勤務手当の支給については、この条例

による改正後の福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第 3条第

1項及び第 3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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　福岡市立今宿野外活動センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 7年12月22日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第64号

議案第204号

1

議案第204号

　　　福岡市立今宿野外活動センター条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ７年12月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、福岡市立今宿野外活動センターを再整備することに伴い、利

用料金制度を導入する等の必要があるによる。

　　　福岡市立今宿野外活動センター条例の一部を改正する条例

　福岡市立今宿野外活動センター条例（昭和4７年福岡市条例第７5号）の一部を次のように改

正する。

　第 1条中「今宿上の原」を「今宿上ノ原」に改める。

　第 4条を次のように改める。

　（利用の許可）

第�4 条　体育館の利用その他規則で定める利用をしようとする者は、規則で定めるところに

より、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更

しようとするときも、また同様とする。

　第 5条中「前条第 2項」を「前条」に、「すでに」を「既に」に改める。

　第 ６条から第 ８条までを次のように改める。

第 ６条から第 ８条まで　削除

　第10条第 2項第 2号中「第 4条第 2項」を「第 4条」に改め、同項中第 4号及び第 5号を

削り、第 ６号を第 4号とし、第 ７号を第 5号とする。

　第10条の次に次の 1条を加える。

　（利用料金）

第�10条の 2　第 4条の許可（体育館に係るものに限る。）を受けた者（以下「許可利用者」

という。）からは、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金（以下
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「利用料金」という。）を指定管理者が定める方法により徴収する。

2 �　指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

３　市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4　利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 �　指定管理者は、規則で定める特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又

は免除することができる。

６ �　指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、規則で定める特別な

理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

　第1６条中「第 4条第 2項、第 5条及び第 ８条（第 2号を除く。）」を「第 4条及び第 5

条」に改める。

　附則に次の見出し及び 2項を加える。

　（指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い）

３ �　市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となつた場合には、指定管理者が不在等と

なつた日（以下この項において「基準日」という。）から新たに指定管理者を指定する日

の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第

10条の 2第 1項及び第 4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用

料金の額に相当する額を使用料として、許可利用者から徴収する。

4 �　市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額

し、又は免除することができる。

　別表を次のように改める。

別表

　 1　個人利用料金

区　分 2時間につき

小中学生
円

90　�

高校生 1３0　
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３

一般 2６0　

�　 2 　専用利用料金

区　分 金　額

許可利用者が入場料を

徴収しない場合

午前 9時から午後 1時まで

1時間につき

平日
円

６３0　

土日祝 ８50　

午後 1時から午後 5時まで

1時間につき

平日 ８50　

土日祝 1,050　

午後 5時から午後 9時まで

1時間につき

平日 1,050　

土日祝 1,2６0　

許可利用者が入場料を

徴収する場合

午前 9時から午後 1時まで

1時間につき

平日 ３,７３0　

土日祝 5,0３0　

午後 1時から午後 5時まで

1時間につき

平日 5,0３0　

土日祝 ６,３３0　

午後 5時から午後 9時まで

1時間につき

平日 ６,３３0　

土日祝 ７,６３0　

　備考

　　 1 �　利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合及び準備等のため利用する場合の額

は、規則で定める。

　　 2 �　小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する７0歳以上の者の個人利用並びに市

内に居住する７0歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

　　 ３ �　市内に居住する６5歳以上７0歳未満の者の個人利用に係る額は、 1　個人利用料金の
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4

表に定める額の 5割相当額とする。

　　 4 �　「土日祝」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和2３年法律第1７８

号）に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

　　 5 �　市内に居住する６5歳以上の者を主体とする団体（第 2項に規定する団体に該当する

ものを除く。）の専用利用に係る額は、 2　専用利用料金の表に定める額の 5割相当

額とする。

　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第 1条の改正規定は、公布の日から

施行する。
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　福岡市総合図書館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和 7年12月22日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市条例第65号

議案第205号

1

議案第205号

　　　福岡市総合図書館条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 ７年12月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、福岡市総合図書館における駐車場の適正かつ安定的な運営を

図るため、指定管理者が行う管理に関する業務に総合図書館の駐車場に係る業務を加えると

ともに、駐車場の使用料の上限額を定める等の必要があるによる。

　　　福岡市総合図書館条例の一部を改正する条例

　福岡市総合図書館条例（平成 ８年福岡市条例第30号）の一部を次のように改正する。

　第 5条の次に次の 1条を加える。

　（駐車場の利用の許可）

第�5 条の 2　総合図書館（分館を除く。）の駐車場（以下「駐車場」という。）を利用しよ

うとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければ

ならない。

　第 ６条第 1項中「前条」を「前 2条」に改める。

　第10条に次の 1項を加える。

2 �　駐車場を利用する者からは、 1台 1回30分までごとに、500円の範囲内で教育委員会規

則で定める額の使用料を徴収する。

　第13条第 1項に次のただし書を加える。

　�　ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

　第1８条第 2項第 2号中「第 5条第 1項」の次に「及び第 5条の 2」を、「会議室」の次に

「及び駐車場」を加え、同項第 ６号及び第 ９号中「会議室」の次に「及び駐車場」を加える。

　第24条第 1項中「における第 5条第 1項」の次に「、第 5条の 2」を加え、「第10条」を

「第10条第 1項」に改め、「会議室」と、「教育委員会の」とあるのは「指定管理者の」
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と」の次に「、第 5条の 2中「教育委員会の」とあるのは「指定管理者の」と」を、「観覧

料等」とあるのは「使用料（会議室」の次に「及び駐車場」を加える。

　　　附　則

　この条例は、令和 ８年 4月 1日から施行する。　
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